
３．施設調査 

 計画対象処理区及び集排施設の概要を把握するとともに、現況の汚水処理施設の状況
と維持管理状況について調査を実施する。 
 
（１）処理区及び集排施設の概要の把握 
１）処理区の諸元 
  供用開始年月日、計画処理人口、現況供用人口及び流入人口等 
２）集排施設の諸元 

汚水処理施設の処理方式、計画処理水質、汚泥処理方法、管路施設の延長・マン
ホールポンプ場箇所数及び機器情報等 

３）既存の計画・文献調査 
市町村内の集排施設全体構想、直近の事業計画及び一般計画平面図 
最適整備構想、集排再編計画、広域化・共同化計画及び都道府県・市町村の汚水
処理構想等 

 
（２）基礎的調査 

計画汚水量算定（計画処理対象人口算定、実流入汚水量調査） 
 
（３）現況の汚水処理施設及び維持管理状況の調査 

１）現況汚水処理施設調査 
  処理水質調査（処理水質等） 

劣化進捗調査（腐食性ガス等による劣化状況等） 
２）維持管理状況調査 
  運転管理調査（処理機器の運転時間等） 
  維持管理調査 

処理区における直近の維持管理費、使用料収入 
市町村の維持管理費（他の市町村等との比較） 
維持管理体制（市町村、保守点検業者等） 
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３－１．計画対象処理区及び集排施設の概要の把握 
３－１－１．計画対象処理区の諸元 

 計画対象処理区の諸元として、供用開始年月日、計画処理人口、現況定住人口、流入人
口等について、集排施設台帳等の調書を基に把握し、維持管理適正化計画の取りまとめ参
考様式（表３－4－１）に整理する。 
また、計画 1 日平均汚水量（m3/日）、計画時間最大汚水量（m3/hr）、直近の 1 日平均

汚水量（m3/日）の実績、1 日最大汚水量（m3/日）などの流入汚水量に関しても整理し、
各種調査・検討の基礎データとする。 
 

３－１－２．集排施設の諸元 
計画対象処理区における集排施設の諸元として、汚水処理施設の処理方式、計画処理水

質（表３－１－１）、汚泥処理方法（図３－１－１）、管路施設の延長・マンホールポンプ
場箇所数及び機器情報等について、集排施設台帳等の調書や図面、完成図書等により把握
し、維持管理適正化計画の取りまとめ参考様式（表３－4－１）に整理する。 

 
３－１－３．既存の計画・文献調査 

当該処理区に係る既存の計画や文献等について把握し、維持管理適正化計画の作成に
活用可能な類似調査の有無を確認し、整理する。 
既存の計画・文献としては、市町村内の集排施設全体構想、直近の事業計画（一般計画

平面図）、最適整備構想、集排再編計画※１、広域化・共同化計画※2、都道府県・市町村の
汚水処理構想※３等がある。 

 
※１：「農業集落排水施設再編計画作成の手引き（案）」（平成 28 年８月農林水産省農村振興局整備部

地域整備課）に基づき作成されたもの 

※２：「広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂版）」令和２年４月 総務省、農林水産省、国土交

通省、環境省）に基づき作成されたもの 

※３：「持続可能な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」（平成 26 年１月 農

林水産省、国土交通省、環境省）に基づき作成されたもの 
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表３－１－１．主な処理方式と処理性能の例 

処理方式 
処理性能（mg/L 以下） 適用処理対象

人口（人） BOD SS COD T-N T-P 

生
物
膜
法 

沈殿分離及び接触ばっ気を組み合わせた
方式（BOD 型） 

20 50 ― ― ― 51～1,800 

沈殿分離及び接触ばっ気を組み合わせた
方式（FRP 製、BOD 型） 

20 50 ― ― ― 51～400 

流量調整槽、嫌気性ろ床及び接触ばっ気
を組み合わせた方式 

20 50 ― ― ― 101～2,000 

浮
遊
生
物
法 

回分式活性汚泥法式（BOD 型） 20 50 ― ― ― 501～10,000 

回分式活性汚泥法式（脱窒型） 20 50 ― 15 ― 501～10,000 

回分式活性汚泥法式（脱窒、脱りん、
COD 除去型） 

10 15 15 15 1 501～10,000 

連続流入間欠ばっ気方式（脱窒型） 20 50 ― 15 ― 101～6,000 

連続流入間欠ばっ気方式（脱窒、COD
除去型） 

10 10 15 10 ― 201～10,000 

連続流入間欠ばっ気方式（脱窒、脱り
ん、COD 除去型） 

10 10 15 15 1 201～10,000 

最初沈殿槽を前置した連続流入間欠ばっ
気方式（脱窒、COD 除去型） 

10 15 15 30 ― 101～10,000 

DO 制御連続流入間欠ばっ気方式（脱
窒、脱りん、COD 除去型） 

10 15 15 10 1 101～6,000 

膜分離活性汚泥方式（脱窒、脱りん、
COD 除去型） 

5 5 10 10 1 101～4,000 

膜分離活性汚泥方式（FRP 製、脱窒、
脱りん、COD 除去型） 

5 5 10 15 0.5 51～700 

オキシデーションディッチ方式（BOD
型） 

20 50 ― ― ― 1,001～10,000 

オキシデーションディッチ方式（脱窒、
脱りん型） 

20 50 ― 15 1 1,001～10,000 

 

 
図３－１－１．集排汚泥の処理方法  

汚
水
処
理
施
設

・資源循環施設
・資源化センター
堆肥化施設等（公共/民間）

・し尿処理施設
・公共下水道汚泥処理施設
・焼却施設

脱
水
（
乾
燥
）

・肥料等（農地還元）

・建設資材（再利用）

・最終処分

濃
縮
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３－２．基礎的調査 
３－２－１．基礎的調査の目的 

 維持管理適正化計画作成の初期段階において、処理区における汚水処理施設及び管路
施設の規模・構造等を決定する基礎的な要素である計画汚水量について、基礎的調査によ
り適切に推計し、計画対象処理区の課題の把握や、施設規模・処理方式の適正化の検討等
に資するものとする。 
【解説】 

集排施設の計画においては、計画汚水量がその計画の基礎となることから、計画処理対
象人口（将来人口）を適切に推計し、また実流入汚水量を把握する必要がある。 
計画汚水量の推計が不適当な場合、集排施設の建設費や維持管理費が過大又は過少に

なるばかりではなく、汚水処理施設において所定の処理性能が発揮されないことにもつ
ながる。 
このため、維持管理適正化計画の作成においても、計画対象処理区の課題の把握や、施

設規模・処理方式の適正化の検討に先立って、基礎的調査として、計画対象処理人口の推
計、実流入汚水量の把握を行い、計画作成のための基礎データとする。 
なお、推計した計画処理対象人口（将来人口）は、維持管理適正化計画の取りまとめ参

考様式（表３－4－１）に整理する。ただし、維持管理適正化対策として集排施設の再編・
集約を行う場合は、施設の再編・集約の検討における計画処理人口を整理する。 

 
３－２－２．計画汚水量算定の概要 

 施設規模・処理方式の適正化の検討に用いる計画汚水量は、農業集落排水施設設計指針
に基づき算定するものとする。 
計画汚水量は、計画処理対象人口により算定する方法と実流入汚水量に基づき算定す

る方法が考えられるが、決定に当たっては、既存施設への流入実態等を勘案の上、それぞ
れの内容を十分検討し適切な方法を採用するものとする。 
【解説】 

計画汚水量の算定については、（１）計画処理対象人口により計画汚水量を算定する方
法と、（２）実流入汚水量に基づき計画汚水量を算定する方法があり、以下それぞれにつ
いて整理する。 

 
（１）計画処理対象人口により算定する方法 

計画処理対象人口は、通常の新設地区における計画処理対象人口の算定と同様に、定
住人口と流入人口を算定し、これらを合算し、10 人単位に切り上げた数値をもって決
定する。 
また、計画処理対象人口により算定する方法を用いる場合、個別の処理区ごとに算出

している処理区外からの利用者相当分として加算している流入人口については、更新
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後の処理区の状況により適宜見直す必要がある。 
なお、計画処理対象人口により算定する場合は、新設地区と同様の方法で計画流入負

荷量を算定する。 
 

１）定住人口 

定住人口は、過去 10 年間の人口統計資料により事業計画区域の目標年次を 10 年
後に設定して推定するが、併せてマクロ的見地から市町村の全体的な人口動態、各種
関連計画等の人口変動に関連する社会動向を調査し、これらを総合的に勘案した上
で定住人口を決定する必要がある。 
また、事業計画区域内における過去の定住人口データが不明な場合、又は不明確な

場合は、当該区域を包含する集落圏、近傍類似集落等の人口動態を参考として推定す
る。 
 

２）流入人口 

流入人口の算定は、事業計画区域内の定住者が営む日常生活によって排出される
生活排水以外の生活排水量及び商店等の日常的な業務排水量（事業計画区域外の利
用者相当分）を人口に置き換えて把握するものである。流入人口については、既設の
流入施設各々の排出量、汚濁負荷量、施設の利用状況及び給水実績等について調査、
検討を行い算定するのが望ましいが、これらの十分な実測データが得られない施設
については参考文献「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS 
A 3302：2000）」等を用いて算出する。 
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エンド 

スタート 

データ収集 

いいえ 

 

はい 

 

はい 

 

いいえ 

 

はい 

 

いいえ 

 

はい 

 

はい 

 

データの偶然要素 

の除去 

各推計値にばら 

つきがないか 

いいえ 

 

計画目標年次の人口の推計 

○市町村全体の過去 10 年間の定住人口、戸数、 

 自然動態、社会動態 

○処理区(集落ごと)の過去 10 年間の定住人

口、戸数 

 10 年前と現在の 

人口の増減率が概ね 

   5%以上 

現在の人口が10 
年前より増加して 

いるか 

 推定式間で 

相関係数の差が 

 0.05 以内 

減少傾向 

（現在人口） 
増加傾向 

（相関の高い 

 推定人口） 

増加傾向 

(最も適切な推計値を採用) 
増減有りの 

横ばい傾向 

（最大人口） 

適正な将来人口 

を設定できたか 

住宅造成計画取り込み等の検討 

はい 

 

いいえ 

 

相関係数が 
0.7 以下 

いいえ 

 

10 年間の最大人口と最小

人口の差の最小人口に対す

る割合が 10％以内 

上記が 5％以内 

増減無しの 

横ばい傾向 

（現在人口） 

はい 

 
いいえ 

はい 

 

いいえ 

 

 

図３－２－１．定住人口の算定手順 

出典：「農業集落排水施設における計画処理対象人口算定に関する参考資料」（平成 13 年５月 社団法人日本農業集落排水協会） 
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エンド 

スタート 

データ収集 

○建築用途 

○定員、延べ面積、利用実態、利用者内訳 

○水質実態調査（排出 BOD 濃度、排出量、 

 週間変動、長期的（季節的）変動、等） 

いいえ 

 

はい 
 

排出 BOD 濃度 

排出量は明確か 

施設を取り込めるかどうかの検討 

○施設の利用者総数 

○処理区外からの施設利用者 

○汚水の排出源、排出量(業務排水)、等 

算定された流入人

口は、実態に近いか 

流 入 率 の 検 討 

はい 

いいえ 

①有害物質を含むおそれのある施設 

②排水濃度・量が大きい施設 

③窒素濃度が大きい施設 

④負荷変動が大きい施設 

 等 

 JIS A 3302 に適 

用すべき建築用途区 

  分はあるか 

いいえ 

 BOD 汚濁負荷量 

48g/人･日、及び排 

出量 240L/人･日で 

割り返し、いずれか 

大きい方の値を換算 

人員とする。 

 JIS A 3302 の算 

定式を用いて、換 

算人員とする。 

 JIS 以外の文献を用い 
る。 

 文献から得られたデー 
タを BOD 汚濁負荷量 

48g/人･日、及び排出量 

240L/人･日で割り返し、 

いずれか大きい方の値を 

換算人員とする。 

はい 

 
 

図 ３－２－２．流入人口の算定手順 

出典：「農業集落排水施設における計画処理対象人口算定に関する参考資料」（平成 13 年５月 社団法人日本農業集落排水協会） 
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（２）実流入汚水量に基づき計画汚水量を算定する方法 
更新整備における計画汚水量の決定に当たっては、処理区の諸々の社会的情勢等の

変化により、計画策定時に設定された計画汚水量と更新整備時における現況汚水量が
異なる場合もある。したがって、汚水処理施設の更新整備における計画汚水量の決定は、
既存施設への接続の状況等から、将来にわたって流入汚水量の変動が少ないと認めら
れる場合には、以下のとおりとする。 

 
１） 汚水処理施設の日平均汚水量（Qp） 

＝ 過去１年間の実績日平均汚水量＋増加見込み汚水量（増加の見込みがある場合） 
２） 汚水処理施設の時間最大汚水量 

上記で求めた日平均汚水量（Qp）と、新設と同じく汚水処理施設の計画時間最大汚
水量設計諸元である 780L/(人・日) を用いる。 
汚水処理施設の時間最大汚水量（m3/時） 
 ＝ 780L/(人・日)×10-3×Qp /0.27÷24時間/日 
＝ 0.78×Qp /0.27×1/24 
又は過去１年間の実績時間最大汚水量 

 
なお、実流入汚水量に基づく計画汚水量を用いる場合は、維持管理適正化計画の取り

まとめ参考様式（表３－４－１）に整理するため、実流入汚水量を計画処理対象人口に
換算する必要があるため留意する。 

 
［不明水の影響］ 

汚水処理施設への実流入汚水量において、不明水の占める水量が多いと、汚水処理や
維持管理費に影響を及ぼす。特に、実流入汚水量に対する降雨による不明水の影響を確
認する。なお、不明水流入箇所等を特定するための調査は維持管理適正化計画の作成の
ために実施する施設調査においては行わない。 
汚水処理施設への流入汚水量に対する降雨による不明水の影響の有無を確認するた

めに、アメダス（AMeDAS、地域気象観測システム）の降水量（mm/日）から、降雨
による流入汚水量への影響を検討し、不明水の影響を考慮した流入汚水量の平均を求
め、実流入汚水量を基準とした処理人口を算定する。 
不明水の影響についての検討対象期間は、近年の異常気象など気象状況を考慮する

必要がある場合は、直近の５年程度の降水量データを用いて検討することが望ましい。 
アメダス観測所は汚水処理施設から近い地点から選ぶことを基本とするが、汚水処

理施設の供用地域の降雨状況をより適切に記録している観測所を選ぶように配慮する。 
実流入汚水量の平均値は、降雨による流入汚水量への影響を考慮し算出する。例えば、

特定の降水量以上のとき明らかに流入汚水量が増える傾向が認められる場合は、異常
値等として適切に処理し平均値を求めることが望ましい。 
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３－３．現況の汚水処理施設及び維持管理状況の調査 
 現況の汚水処理施設及び維持管理状況の調査は、現況の汚水処理施設の施設規模や処
理方式、更には維持管理状況が所定の処理性能を発揮するために適正な状態になってい
るかを把握するために実施する。 
これにより、計画対象処理区の課題の把握、施設規模・処理方式の適正化の検討及び省

エネルギー技術等の新技術導入の検討に資するものとする。 
【解説】 

供用中の汚水処理施設の状態は、排出された処理水の状況のみで判断することはでき
ず、処理工程における処理水槽ごとにその機能が発揮されているかを個々に確認する必
要がある。また、維持管理の状況（維持管理費等）も踏まえて汚水処理施設の運営につい
て適正な状況にあるか、把握する必要がある。そのため、現況の汚水処理施設及び維持管
理状況の調査により、汚水処理施設の現状を正確に把握し、その上で計画対象処理区の課
題を把握し、その対策を検討する。汚水処理施設の機能や維持管理の現況について把握す
るための各種調査や要素について、関係性を図３－３－１に示す。 

 
現状の汚水処理施設の運転条件（流入負荷量、ばっ気強度、ばっ気・撹拌時間等）によ

る処理水槽の状態・槽内環境（ｐH、ＤＯ、ＯＲＰ、透視度等）を把握し、現状における
各水槽の水質（ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ等）を測定して汚水処理施設の機能が適正に発揮さ
れているか確認する。 
このことにより現況の施設規模や処理方式、更には維持管理状況における汚水処理施

設の運転状況の良否や改善事項等の課題が明確になる。 
運転状況が適正でなければ、その原因を推定して施設規模・処理方式の適正化による汚

水処理施設の改築、適正な運転条件の設定、機器の改修等を検討する。更には運転状況に
応じて、省エネルギー技術等の新技術の導入についても検討する。 

 
なお、現況の汚水処理施設調査では、処理方式によって処理原理が異なるため、維持管

理マニュアル等に基づいて調査場所（処理水槽等）、調査方法、調査項目、調査時間（処
理工程のタイミング）等を適切に選定し、現地にて水質測定や採水、機器の運転状況（ば
っ気強度やばっ気・撹拌時間等）の確認を行う必要がある。 
また、維持管理状況調査では、保守点検業者等からの運転状況についてヒアリング、汚

水処理施設における維持管理費の推移、更には緊急時も含めた維持管理体制といった維
持管理に関する情報について調査する。 
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図３－３－１．現況汚水処理施設及び維持管理状況調査の内容とその活用関連イメージ 
 
 
  

各処理水槽の
処理機能
【水質】

BOD,SS,COD,

施設規模

処理方式

流入量 流入負荷量

処理水槽内環境
（DO,ORP,pH,水温,透視度,NH4-N,NO2-N,NO3-N,COD）

ばっ気・撹拌時間 ばっ気強度
汚泥管理

逆洗・汚泥引抜

【経費回収率】
維持管理費

腐食性ガス
（H2S等）

運転管理調査

処理水質調査
劣化進捗調査

維持管理調査

体制処理区の維持管理費 使用料収入

堆積汚泥量

：機能・費用に影響する要素（他動的要素）

：機能・費用に影響かつ適正化により制御可能な要素
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３－３－１．現況汚水処理施設調査 
３－３－１－１．処理水質調査 

処理水質調査は、各処理水槽段階での機能や水質を把握し、汚水処理システム全体の処
理実態を正しく評価することを目的とする。 
【解説】 

現況汚水処理施設調査における処理水質調査では、流入汚水（原水）がどのような処理
過程（処理水槽での処理、機器の運転等）を経て、当該処理水質に達しているのかを分析
し、各処理水槽段階での機能や水質が適正かどうか、ひいては汚水処理システム全体の処
理の実態を正しく評価するとともに、汚水処理施設の運転や各処理水槽の保守点検・清掃
が適切に実施されているかを確認することを目的とする。 
表３－３－１に処理水質調査の概要を示す。 

 
表３－３－１．処理水質調査の概要 

項 目 調査の概要 
調査対象施設 前処理施設、生物反応槽、付加処理水槽、汚泥処理施設等 
調査項目（測定項目、分
析項目） 

各調査対象施設の処理機能、処理原理に対して、現状の把握に
必要な項目を処理方式や処理フロー等により選定 
（１）水質分析 

分析項目の例は表 3－３－２参照 
（２）現地試験 

水温、DO、pH、ORP、透視度 
NH4-N、NO2-N、NO3-N、COD（簡易水質試験） 

調査方法、測定タイミン
グ 

汚水処理施設や処理機能の現状評価に必要なデータを収集で
きる場所（処理水槽等）、適切な時間（処理工程のタイミング）
を選定 

 
処理水質調査を通じ、処理水槽間の汚水の流れ方、各水質項目との関連性、機器の運転

データとの関係性等を分析し、汚水処理システム全体や汚水処理施設を構成する水槽や
機器等の機能の評価とともに、課題を明確化し、維持管理適正化計画において具体的かつ
最適な処理方式、省エネルギー機器・省エネルギー運転の導入可能性等について検討する。 
なお、供用開始している処理施設で通常月１回程度行っている試料採取（処理水等）と

日常の保守点検時に行っている水質測定結果は、処理の現状を把握する参考資料として
取り扱う。 
以下、調査における補足及び留意事項等を記載する。 
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試験場所は、処理フローに基づいて、例えば、流入汚水、前処理施設、生物処理槽、処
理水等適切な場所（水槽や流路）を選定する。また、試料の採取位置やタイミング等は処
理方式の特徴や処理フロー、運転条件を考慮して、決定する必要がある。 

 

 
図３－３－２．処理フロー 

（嫌気性ろ床及び接触ばっ気を組み合わせた方式の例） 
 
 
 
（１）水質分析 

水質分析用試料の採取時は、採取した場所あるいは試料の溶存酸素（DO）や水素イ
オン濃度（pH）等を測定し、分析結果の検討に資する。水質分析場所と分析項目の整
理例を表３－３－２に示す。 

  

34



表３－３－２．水質分析場所と分析項目の整理例 

※ヘキサン抽出物質（△印）は、放流先の水質規制項目として示されている場合に必要に応じて実施する。 

 

 

また、主な分析項目とその項目が示す指標は以下のとおりであり、それぞれの指標を
用いて汚水処理の状況を判断する。 
１）有機物の指標 

BOD（D-BOD、C-BOD）、COD、SS 
２）栄養塩類の指標 

T-N、NH4-N、NO2-N、NO3-N、T-P 
３）汚泥管理の指標 

MLSS、MLVSS  
４）水質の安全性等の性状把握の指標 

pH、M-アルカリ度、Cl－、SO42-、 
ヘキサン抽出物質、大腸菌群数 

 
 
 

採水状態 原液 ろ液 原液 ろ液 原液 － 原液 ろ液 原液 － － ろ液 原液 ろ液 原液 ろ液 原液 ろ液 原液 － 原液 －

ﾎﾟﾘﾋﾞﾝ容量(L) 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 - 1.0 0.5 1.0 - － 0.5 1.0 0.5 2.0 1.0 2.0 1.0 0.1 - 1.0 -

pH ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BOD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D-BOD ○ ○ ○ ○

C-BOD ○ ○ ○ ○ ○

COD ○ ○ ○ ○ ○

SS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

T-N ○ ○ ○ ○ ○ ○

NH4-N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NO2-N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NO3-N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

T-P ○ ○ ○ ○ ○

Cl- ○ ○ ○

M-ｱﾙｶﾘ度 ○ ○ ○ ○

MLSS ○

MLVSS ○

SO4
2- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾍｷｻﾝ抽出物質※ △ △ △

大腸菌群数 ○

上澄水
第１室、第２室
（処理水）

消毒槽
（放流水）

脱離液
試料名
(採取場所)

ばっ気
沈砂槽

(流入水路)
汚水計量槽

嫌気性ろ床槽
第１室、第２室

嫌気性ろ床槽
第３室

接触ばっ気槽
第１室、第２室

ばっ気槽
第１室、第２室

回分槽
第１室、第２室
(各非ばっ気工程)

ばっ気槽
第１室、第２室

回分槽
第１室、第２室
(各ばっ気工程)

沈殿槽

7 8 9 10 1161 2 3 4 5

写真３－３－１．サンプリング（ろ過） 
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（２）現地試験 
１）水温、DO、 pH、ORP 

水温、DO、pH、ORP はポータブルセ
ンサー等で測定することができる。測定
する水槽に直接センサーを設置し測定す
る。十分な水深や水流がない場合やセン
サーを設置できる場所がない場合は、槽
内水を 15L 程度のバケツに採取し、均一
になるよう撹拌しながら測定することが
できる。 

  
 
 

 
２）透視度 

透視度計は、測定対象に合わせた適切な
長さを選択する。また、複数の水槽の透視
度を測定する場合は、なるべく同一の測定
者が実施することが望ましい。 
なお、測定は日陰で行うことが望ましい

が、日陰がない場合は、太陽に背を向けて
測定する。 

 
 
 

 
３）NH4-N、NO2-N、NO3-N、COD（簡易水質試験） 

分析項目は、アンモニウム態窒素（NH4-N）、亜硝酸態窒素（NO2-N）、硝酸態窒
素（NO3-N）、COD を基本とする。 
簡易水質試験用試料は、ろ液若しくは上澄みを採取する。 

 
  

写真３－３－２． 
水温、DO、pH、ORPの現地測定状況 
（ポータブルセンサー等による測定） 

写真３－３－３．透視度測定状況 
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